
相続

甲の相続財産○ア3億円
相続税額○イ18，360万円
○ウ比率61．2％
（乙は納税できず、負
担付遺贈に比し著しい
差がある）

合計

4，241．1万円
（9，180万円）
約216．45％

25，758．9万円
（9，180万円）
約35．64％

乙の死亡時

―

0（みなし3億円）
（9，180万円）

？

甲の死亡時

4，241．1万円
（9，180万円）
約216．45％

25，758．9万円
（0）
0％

乙が取得する財産○ア
（乙が納付する相続税額○イ）
○ウ（＝○イ÷○ア×100）

丙が取得する財産○ア
（丙が納付する相続税額○イ）
○ウ（＝○イ÷○ア×100）

民民事事信信託託のの税税務務上上のの課課題題とと提提案案
～～複複層層化化信信託託をを中中心心ととししてて～～

は
じ
め
に

信
託
法
の
改
正
に
伴
い
信
託

税
制
も
抜
本
的
に
改
正
さ
れ

た
。
民
事
信
託
、
つ
ま
り
自
己

の
財
産
に
つ
き
生
存
中
ま
た
は

死
亡
後
の
管
理
・
承
継
を
目
的

と
す
る
家
族
等
の
た
め
の
信
託

に
お
い
て
、
受
益
者
等
が
信
託

財
産
を
有
す
る
も
の
と
み
な
し

て
課
税
関
係
が
整
理
さ
れ
た
。

し
か
し
、
み
な
し
の
創
設
規

定
と
し
て
定
め
て
も
、
次
の
よ

う
に
あ
い
ま
い
な
と
き
、
信
託

法
に
よ
る
経
済
的
利
益
か
ら
合

理
的
で
な
い
と
き
が
あ
る
。
そ

の
一
つ
が
複
数
受
益
者
と
な
る

複
層
化
信
託
の
場
合
で
あ
り
実

務
で
は
活
用
で
き
な
い
状
況
に

あ
る
。

1
�
民
事
信
託
の
税
務
上
の
問
題
点

⑴

所
得
税
の
所
得
計
算

複
層
化
信
託
の
場
合
、
相
続

税
法
で
は
民
事
信
託
を
受
益
者

連
続
型
以
外
の
信
託
（
一
般

型
）
と
受
益
者
連
続
型
信
託
の

2
つ
に
分
け
て
課
税
が
整
理
さ

れ
て
い
る
（
相
基
通
9
の
3－

1
）。相続

税
法
基
本
通
達
9－

13

に
記
載
さ
れ
て
い
る
例
は
受
益

者
連
続
型
信
託
以
外
の
信
託
で

あ
る
。
こ
の
事
例
の
場
合
の
所

得
課
税
は
ど
う
な
る
の
か
。

所
得
税
法
で
は
、「
信
託
の

信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
及
び

負
債
の
全
部
を
そ
れ
ぞ
れ
の
受

益
者
が
そ
の
有
す
る
権
利
の
内

容
に
応
じ
て
有
す
る
も
の
と

し
、
当
該
信
託
財
産
に
帰
せ
ら

れ
る
収
益
及
び
費
用
の
全
部
が

そ
れ
ぞ
れ
の
受
益
者
に
そ
の
有

す
る
権
利
の
内
容
に
応
じ
て
帰

せ
ら
れ
る
」
と
定
め
て
い
る

（
所
令
52
④
）
が
、
受
益
権
が

質
的
に
複
層
化
さ
れ
た
場
合
は

定
か
で
な
い
（
も
っ
と
も
収
益

受
益
権
の
定
義
が
な
い
）。
総

収
益
と
総
費
用
を
権
利
の
内
容

に
応
じ
て
所
得
の
具
体
的
な
算

定
方
法
が
条
文
等
の
定
め
か
ら

は
判
然
と
し
な
い
。

信
託
財
産
を
有
す
る
と
み
な

さ
れ
る
者
に
所
得
課
税
さ
れ
、

ま
た
受
益
者
連
続
型
信
託
は
通

達
か
ら
収
益
受
益
者
の
所
得
と

解
さ
れ
る
。
連
続
型
信
託
以
外

の
信
託
で
は
法
令
お
よ
び
通
達

か
ら
直
接
的
に
は
読
み
取
れ
な

い
。
た
と
え
ば
、
賃
貸
不
動
産

が
信
託
財
産
で
あ
る
場
合
、
賃

貸
収
益
に
か
か
る
経
費
つ
ま
り

清
掃
等
の
管
理
費
、
火
災
等
損

害
保
険
料
、
通
常
の
修
繕
費
、

定
期
的
な
固
定
資
産
税
、
信
託

報
酬
等
々
は
、
賃
貸
収
益
を
得

る
た
め
で
も
あ
り
、
ま
た
元
本

に
か
か
る
経
費
で
も
あ
る
（
ア

メ
リ
カ
で
は
州
法
又
は
統
一
法

典
に
て
元
本
と
収
益
に
係
る
収

益
・
費
用
に
つ
い
て
定
め
て
い

る
）。
収
益
お
よ
び
費
用
を
収

益
受
益
権
と
元
本
受
益
権
の
い

ず
れ
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
、

信
託
目
的
に
沿
う
の
か
、
収
入

す
べ
き
額
等
と
い
え
る
の
か
慎

重
に
考
え
て
契
約
内
容
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
比
較
す
る
な
ら
ば
、

民
法
の
負
担
付
贈
与
（
2
通
り

考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、

子
に
土
地
を
与
え
る
が
30
年
間

に
わ
た
り
父
に
地
代
と
し
て
得

た
金
員
の
支
払
い
を
負
担
と
す

る
）
の
場
合
、
土
地
を
所
有
す

る
者
に
所
得
課
税
を
課
す
扱
い

が
課
税
の
本
筋
と
解
さ
れ
る

（
賃
貸
の
リ
ス
ク
は
収
益
を
限

度
に
受
益
者
が
負
っ
て
い
る
と

考
え
る
が
）。

な
お
、
所
得
税
基
本
通
達
13

－

1
で
は
、「
例
え
ば
、
一
の
受

益
者
が
有
す
る
受
益
者
と
し
て

の
権
利
が
そ
の
信
託
財
産
に
係

る
受
益
者
と
し
て
の
権
利
の
一

部
に
と
ど
ま
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
残
余
の
権
利
を
有
す
る
者

が
存
し
な
い
又
は
特
定
さ
れ
て

い
な
い
と
き
に
は
、（
中
略
）、

当
該
信
託
財
産
に
帰
せ
ら
れ
る

収
益
及
び
費
用
の
全
部
が
帰
せ

ら
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
に
留
意
す
る
。」
と
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
所
得
税
法
施
行

令
第
52
条
第
4
項
は
「
権
利
の

内
容
に
応
じ
て
帰
せ
ら
れ
る
」

と
定
め
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の

よ
う
な
解
釈
に
な
る
の
か
。
相

続
税
法
で
は
政
令
委
任
（
相
法

9
の
6
、
相
令
1
の
12
③
）
の

定
め
を
し
て
い
る
。
信
託
に
よ

る
経
済
的
効
果
と
異
な
る
通
達

等
は
腑
に
落
ち
な
い
。

⑵

相
続
税
の
計
算
（
受
益
者

連
続
型
信
託
の
例
）

次
の
よ
う
な
複
層
化
信
託
の

場
合
、「
い
わ
ゆ
る
後
継
ぎ
遺

贈
型
受
益
者
連
続
信
託
」
で
は

な
い
が
税
制
で
は
受
益
者
連
続

型
信
託
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
事

例
の
相
続
税
負
担
を
試
算
す

る
。「

委
託
者
甲
（
50
歳
、
癌
で

余
命
宣
告
）
は
配
偶
者
を
亡
く

し
子
供
は
い
な
い
。
親
族
は
乙

（
委
託
者
の
父
80
歳
、
余
命
15

年
と
仮
定
）、
弟
と
従
妹
の
丙

が
い
る
。
信
託
財
産
は
、
利
率

1
％
の
30
年
国
債
額
面
3
億
円

の
み
と
仮
定
し
、
収
益
受
益
権

と
し
て
収
益
（
基
準
利
率
0
・

75
％
15
年
複
利
年
金
現
価
率
）

を
父
乙
の
老
後
生
活
資
金
に
充

て
、
元
本
受
益
権
と
し
て
元
本

を
父
乙
死
亡
後
従
妹
丙
に
帰
属

す
る
定
め
の
遺
言
信
託
」

甲
と
父
乙
の
2
度
の
相
続
に

よ
る
乙
と
丙
の
税
負
担
は
次
の

よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
丙
が

国
債
を
取
得
し
乙
に
利
子
の
金

員
を
交
付
す
る
負
担
付
遺
贈
の

場
合
の
乙
と
丙
に
係
る
税
額
負

担
と
は
著
し
い
差
異
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

乙
は
取
得
で
き
る
受
益
権
の

価
額
を
遥
か
に
超
え
る
納
税
負

担
を
負
い
、
納
付
資
金
を
有
し

て
い
れ
ば
よ
い
が
、
な
か
っ
た

と
き
は
丙
が
二
次
納
税
義
務
者

と
し
て
納
付
す
る
の
か
（
受
益

権
を
取
得
し
て
い
る
）。
ま

た
、
弟
の
相
続
税
の
課
税
価
格

は
受
益
権
が
加
わ
り
多
大
な
影

響
を
受
け
る
（
丙
に
は
2
割
加

算
の
適
用
）
だ
け
で
な
く
、
実

態
と
し
て
の
経
済
効
果
を
超
え

る
課
税
の
場
面
（
担
税
力
の
問

題
で
は
な
い
）
が
あ
る
規
定
に

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
15
年
後
（
ま
た
は
乙

死
亡
時
）
に
、
所
轄
税
務
署
長

は
弟
ま
た
は
丙
の
相
続
税
申
告

書
の
合
計
額
を
開
示
で
き
る

か
、
弟
と
丙
は
互
い
に
相
続
財

産
お
よ
び
信
託
に
関
す
る
権
利

の
開
示
を
得
て
適
正
な
申
告
が

で
き
る
か
。

⑶

相
続
税
法
の
特
例
が
民
事

信
託
に
適
用
で
き
る
か

複
層
化
信
託
に
お
い
て
も
居

住
用
不
動
産
の
配
偶
者
へ
の
贈

与
に
係
る
特
例
（
相
法
21
の

6
）、
小
規
模
宅
地
等
の
課
税

価
格
の
特
例
（
措
法
69
の
4
）

が
適
用
で
き
る
か
。
相
続
税
法

基
本
通
達
の
21
の
6－

9
お
よ

び
措
置
法
施
行
令
第
40
条
の
2

第
20
項
に
は
「
相
続
税
法
第
9

条
の
2
第
6
項
の
規
定
を
準
用

す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た

特
定
障
害
者
に
対
す
る
贈
与
の

特
例
（
相
法
21
の
4
）
に
つ
い

て
質
疑
応
答
集
に
お
い
て
居
住

用
不
動
産
の
扱
い
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。

受
益
者
連
続
型
信
託
で
は
す

べ
て
の
信
託
財
産
を
有
す
る
と

み
な
し
て
課
税
す
る
か
ら
所
有

権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て

適
用
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
し

か
し
、
受
益
者
連
続
型
信
託
以

外
の
信
託
で
は
所
有
権
を
有
し

て
い
る
と
は
み
な
せ
な
い
の
で

不
適
用
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
特

例
の
趣
旨
、
条
文
お
よ
び
質
疑

応
答
か
ら
所
有
権
だ
け
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
と
は
解
せ
な
い

の
で
、
収
益
受
益
者
に
お
い
て

そ
の
権
利
の
範
囲
で
適
用
で
き

る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
明
確
で

は
な
い
。

⑷

受
益
者
連
続
型
と
受
益
者

連
続
型
以
外
の
信
託
の
違
い

父
が
遺
言
代
用
信
託
契
約
に

よ
り
死
亡
後
受
益
者
を
定
め
れ

ば
、
父
の
相
続
開
始
に
よ
り
父

の
受
益
権
が
消
滅
す
る
定
め

（
相
令
1
の
8
）
が
あ
る
の

で
、
相
続
税
法
第
9
条
の
2
第

2
項
、
第
9
条
の
3
が
適
用
さ

れ
連
続
型
信
託
と
な
る
。

父
の
受
益
権
が
相
続
の
対
象

に
な
れ
ば
連
続
型
信
託
以
外
の

信
託
と
な
る
。
こ
の
例
が
相
続

税
法
基
本
通
達
9－

13
の
場
合

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
託
行
為

に
よ
り
受
益
権
が
移
転
等
す
る

定
め
が
あ
れ
ば
連
続
型
信
託
と

解
さ
れ
、
信
託
行
為
に
定
め
て

お
ら
ず
民
法
に
よ
り
受
益
権
が

相
続
・
贈
与
等
さ
れ
る
場
合
が

連
続
型
信
託
以
外
の
信
託
と
解

さ
れ
る
。
信
託
法
の
合
理
的
な

仕
組
み
を
活
用
す
る
よ
り
も
、

わ
ざ
わ
ざ
面
倒
な
民
法
の
相
続

・
贈
与
等
の
手
続
き
の
迂
回
行

為
を
さ
せ
て
課
税
を
強
化
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

そ
こ
で
信
託
法
の
効
力
も
踏

ま
え
た
適
正
な
課
税
方
法
を
試

み
る
。

2
�
い
わ
ゆ
る
後
継
ぎ
遺
贈
型
連
続
信
託
の
法
解

釈
と
課
税
の
再
検
討

い
わ
ゆ
る
後
継
ぎ
遺
贈
型
受

益
者
連
続
信
託
は
、「
い
わ
ゆ

る
後
継
ぎ
遺
贈
」
が
民
法
で
は

で
き
な
い
の
で
信
託
で
可
能
に

し
た
と
言
わ
れ
、「
い
わ
ゆ
る

後
継
ぎ
遺
贈
型
」
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
の
信
託
に
つ
い
て
立
法

担
当
者
は
、「
第
2
次
以
降
の

受
益
者
は
、
先
順
位
の
受
益
者

か
ら
そ
の
受
益
権
を
承
継
取
得

す
る
の
で
は
な
く
、
委
託
者
か

ら
直
接
に
受
益
権
を
取
得
す
る

も
の
と
法
律
構
成
さ
れ
る
」、

（
遺
言
代
用
信
託
の
場
合
）

「
遺
留
分
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
第
2
次
受
益
者
（
妻
）
は

も
と
よ
り
、
第
3
次
受
益
者

（
そ
の
子
）
に
つ
い
て
も
、
い

ず
れ
も
委
託
者
兼
第
1
次
受
益

者
の
死
亡
の
時
点
を
基
準
と
し

て
、
第
2
次
受
益
者
は
存
続
期

間
の
不
確
定
な
受
益
権
を
、
第

3
次
受
益
者
も
存
続
期
間
の
不

確
定
な
受
益
権
を
取
得
し
た
も

の
と
し
て
、
各
受
益
権
の
価
額

等
に
つ
い
て
必
要
な
算
定
が
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。」
と
記
述
し
て
い
る
1
。

し
か
し
、
後
継
ぎ
遺
贈
に
つ
い

て
昭
和
58
年
最
高
裁
は
4
つ
の

解
釈
を
示
し
、
そ
の
一
つ
が
停

止
条
件
付
遺
贈
で
あ
る
。
委
託

者
の
死
亡
段
階
で
第
2
次
受
益

者
が
取
得
し
、
さ
ら
に
第
2
次

受
益
者
の
死
亡
で
第
3
受
益
者

が
取
得
す
る
。
最
近
で
は
停
止

条
件
付
遺
贈
と
解
す
る
有
力
な

説
も
あ
る
2
。
ま
た
受
益
者
連

続
型
信
託
課
税
に
対
し
て
既
に

多
く
の
批
評
3
も
あ
る
。

停
止
条
件
付
遺
贈
の
納
税
義

務
の
成
立
は
条
件
成
就
時
で
あ

る（
通
則
15
②
四
）。
し
か
し
、

受
益
者
連
続
型
信
託
課
税
は
そ

う
で
は
な
い
。
信
託
法
第
91
条

の
新
た
な
受
益
者
も
停
止
条
件

付
遺
贈
（
相
基
通
1
の
3
・
1

の
4
共－

9
）
に
準
じ
て
取
扱

っ
て
良
い
場
合
が
多
い
の
で
は

な
い
か
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
も
2
0
0

6
年
に
民
法
改
正
（
仏
民
1
0

4
8
、
1
0
5
1
）
と
と
も
に

税
制
（
租
税
一
般
法
典
7
8
4

Ｃ
①
〜
③
）
も
改
正
さ
れ
、
段

階
的
継
伝
負
担
付
恵
与
（
第
一

受
益
者
死
亡
の
際
に
そ
れ
を
第

二
受
益
者
に
移
転
す
る
と
い
う

第
一
受
益
者
へ
の
恵
与
で
あ
る

の
で
、
本
人
か
ら
第
二
受
益
者

へ
の
恵
与
に
よ
り
取
得
す
る
と

み
な
さ
れ
た
）
は
、
残
存
物
継

伝
負
担
付
恵
与
と
も
に
、
ま
ず

第
一
受
益
者
に
無
償
移
転
税
が

課
さ
れ
、
第
二
受
益
者
に
課
さ

れ
る
無
償
移
転
税
の
税
額
か
ら

第
一
受
益
者
の
納
付
額
を
控
除

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

財
産
の
所
在
、
裁
量
信
託
な

ど
そ
の
他
の
問
題
も
紙
面
の
関

係
で
記
載
で
き
な
か
っ
た
が
、

民
事
信
託
に
係
る
課
税
問
題
は

多
々
あ
る
。

専
門
家
が
関
与
し
て
高
齢
社

会
に
役
立
つ
民
事
信
託
、
い
わ

ゆ
る
福
祉
型
信
託
を
活
か
す
こ

と
で
争
い
を
防
ぎ
、
円
滑
な
財

産
移
転
、
つ
ま
り
経
済
活
動
が

よ
り
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
活
性
化

さ
れ
る
よ
う
、
少
し
で
も
早
く

鋭
意
検
討
さ
れ
信
託
税
制
が
適

正
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

⑴

寺
本
昌
広
「
逐
条
解
説
新

し
い
信
託
法
﹇
補
訂
版
﹈」
2

6
0
頁
（
注
3
）、（
注
5
）（
商

事
法
務
2
0
0
8
・
7
）

⑵

能
見
善
久
・
道
垣
内
弘
人

編
「
信
託
法
セ
ミ
ナ
ー
3
」

99
・
1
0
0
頁
、
道
垣
内
弘

人
教
授
と
井
上
聡
弁
護
士
の

解
釈
（
有
斐
閣
2
0
1
5
）

⑶

岡
村
忠
生
教
授
「
多
様
な

信
託
利
用
の
た
め
の
税
制
の

提
言
」
信
託
研
究
奨
励
金
論

集
31
号
（
2
0
1
0
・
11
）

75
頁
以
下
、
渕
圭
吾
教
授
「
民

事
信
託
と
課
税
」
信
託
法
研

究
37
号
（
2
0
1
2
）
73
頁

以
下

一般社団法人
民事信託推進センター
星田 寛

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
27
年
12
月
月
次
研
究
会
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